
第一号第一様式（第十七条第四項関係）理事長 園　長 担当者

法人単位資金収支計算書
（自）令和  3 年  4 月  1 日　（至）令和  4 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　ほたる保育園
（単位：円）

保育事業収入 000,010,921 629,889,821 470,12

受取利息配当金収入 001,01 704,2 396,7

その他の収入 000,097,1 003,687,1 007,3

事業活動収入計(1) 001,018,031 336,777,031 764,23

人件費支出 000,518,701 611,087,701 488,43

事業費支出 000,028,61 783,587,61 316,43

事務費支出 005,428,01 894,137,01 200,39

事業活動支出計(2) 005,954,531 100,792,531 994,261

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 004,946,4△ 863,915,4△ 230,031△

施設整備等収入計(4) 0 0 0

固定資産取得支出 000,036,3 000,036,3 0

施設整備等支出計(5) 000,036,3 000,036,3 0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 000,036,3△ 000,036,3△ 0

積立資産取崩収入 000,000,6 000,000,6 0

その他の活動収入計(7) 000,000,6 000,000,6 0

その他の活動支出計(8) 0 0 0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 000,000,6 000,000,6 0

予備費支出(10)
0

0
― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 004,972,2△ 863,941,2△ 230,031△

前期末支払資金残高(12) 913,545,51 913,545,51 0

当期末支払資金残高(11)+(12) 919,562,31 159,593,31 230,031△
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勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）理事長 園　長 担当者

法人単位事業活動計算書
（自）令和  3 年  4 月  1 日　（至）令和  4 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　ほたる保育園
（単位：円）

保育事業収益 629,889,821 391,314,731 762,424,8△

その他の収益 003,747,1 006,318,1 003,66△

サービス活動収益計(1) 622,637,031 397,622,931 765,094,8△

人件費 611,087,701 546,441,111 925,463,3△

事業費 783,587,61 817,681,71 133,104△

事務費 894,137,01 105,865,6 799,261,4

減価償却費 986,434,01 214,640,01 772,883

国庫補助金等特別積立金取崩額 759,247,4△ 759,247,4△ 0

サービス活動費用計(2) 337,889,041 913,302,041 414,587

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 705,252,01△ 625,679△ 189,572,9△

受取利息配当金収益 704,2 637,5 923,3△

その他のサービス活動外収益 000,93 006,42 004,41

サービス活動外収益計(4) 704,14 633,03 170,11

サービス活動外費用計(5) 0 0 0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 704,14 633,03 170,11

経常増減差額(7)=(3)+(6) 001,112,01△ 091,649△ 019,462,9△

特別収益計(8) 0 0 0

固定資産売却損・処分損 3 0 3

特別費用計(9) 3 0 3

特別増減差額(10)=(8)-(9) 3△ 0 3△

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 301,112,01△ 091,649△ 319,462,9△

前期繰越活動増減差額(12) 693,367,2△ 602,718,1△ 091,649△

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 994,479,21△ 693,367,2△ 301,112,01△

基本金取崩額（14） 0 0 0

その他の積立金取崩額（15） 000,000,6 000,000,3 000,000,3

その他の積立金積立額（16） 0 000,000,3 000,000,3△

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 994,479,6△ 693,367,2△ 301,112,4△
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第三号第一様式（第二十七条第四項関係）理事長 園　長 担当者

法人単位貸借対照表
令和  4 年  3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　ほたる保育園

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

当年
度末

当年
度末

前年
度末

前年
度末増　　減 増　　減

（単位：円）

流動資産 364,321,51 945,093,02 680,762,5△

  現金預金 644,506,9 945,258,51 301,742,6△

  事業未収金 710,815,5 000,835,4 710,089

  立替金 0 0 0

  仮払金 0 0 0

  その他の流動資産 0 0 0

固定資産 798,090,36 985,598,57 296,408,21△

基本財産 627,822,4 907,739,11 389,807,7△

  土地 065,249,1 065,249,1 0

  建物 661,682,2 941,599,9 389,807,7△

その他の固定資産 171,268,85 088,759,36 907,590,5△

  建物 848,816,2 482,878,2 634,952△

  構築物 4 4 0

  車輌運搬具 809,692,3 108,751,1 701,931,2

  器具及び備品 114,235,1 197,192,2 083,957△

  ソフトウェア 000,414 000,036 000,612△

  人件費積立資産 000,000,82 000,000,82 0

  備品等購入積立資産 000,000,4 000,000,7 000,000,3△

保育所施設・設備整備積立資産 000,000,91 000,000,22 000,000,3△

流動負債 215,727,1 032,548,4 817,711,3△

  事業未払金 882,1 000,000,3 217,899,2△

  職員預り金 422,356,1 032,018,1 600,751△

  仮受金 000,37 000,53 000,83

固定負債 0 0 0

負債の部合計 215,727,1 032,548,4 817,711,3△

純　　資　　産　　の　　部

基本金 165,648,13 165,648,13 0

  基本金 165,648,13 165,648,13 0

国庫補助金等特別積立金 687,416 347,753,5 759,247,4△

その他の積立金 000,000,15 000,000,75 000,000,6△

  人件費積立金 000,000,82 000,000,82 0

  備品等購入積立金 000,000,4 000,000,7 000,000,3△

保育所施設・設備整備積立金 000,000,91 000,000,22 000,000,3△

次期繰越活動増減差額 994,479,6△ 693,367,2△ 301,112,4△

  （うち当期活動増減差額） 301,112,01△ 091,649△ 319,462,9△

純資産の部合計 848,684,67 809,044,19 060,459,41△

　資産の部合計 063,412,87 831,682,69 877,170,81△ 　負債及び純資産の部合計 063,412,87 831,682,69 877,170,81△



別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

　１． 継続事業の前提に関する注記

　　　継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

 

　２． 重要な会計方針

　　 （１）固定資産の減価償却の方法

　　　　・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

　　　　　　取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時

　　　　　　においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

　　　　・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する

　　　　　　まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

　　　　・無形固定資産

　　　　　　当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

　　 （２）引当金の計上基準

　　　　 該当なし

 

　３． 重要な会計方針の変更

　　　該当なし

 

　４． 法人で採用する退職給付制度

　　　加入している退職共済制度は、次のとおりです。

　　　　・確定拠出型退職給付制度 － 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

 

　５． 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

　　　当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

　　　 （１）法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

　　　 （２）ほたる保育園 拠点区分における拠点区分計算書

　　　　　　（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

　

　　　当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は「ほたる保育園」単独である為、以下の作成を

　　　省略しています。

　　　　　　（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

　  　　　　（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

　

　　　 （３）ほたる保育園 拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　　　「法人本部」

　　　　　　「ほたる保育園」　

　　

　６． 基本財産の増減の内容及び金額

      基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 1,942,560 0 0 1,942,560

建物 9,995,149 0 7,708,983 2,286,166

定期預金 0 0 0 0

合計 11,937,709 0 7,708,983 4,228,726

 

　７． 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　　　該当なし

 

　８． 担保に供している資産

　　　該当なし

 



　９． 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　　　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 185,687,611 -183,401,445 2,286,166

建物 3,872,200 -1,253,352 2,618,848

構築物 2,557,410 -2,557,406 4

車輌運搬具 9,230,000 -5,933,092 3,296,908

器具及び備品 17,272,821 -15,740,410 1,532,411

ソフトウエア 1,080,000 -666,000 414,000

合計 219,700,042 -209,551,705 10,148,337

 

　１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 

　　　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 5,518,017 0 5,518,017

未収金 0 0 0

未収補助金 0 0 0

合計 5,518,017 0 5,518,017

　１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　該当なし

 

　１２．関連当事者との取引の内容

　　　該当なし

 

　１３．重要な偶発債務

　　　該当なし

 

　１４．重要な後発事象

　　　該当なし

　１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

　　　該当なし

 

　１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

　　　　及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　 （１）会計処理上の見積方法の変更 － 該当なし

　　 （２）新たに採用した会計処理に関する事項 － 該当なし

　　 （３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 － 該当なし

　　 （４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 － 該当なし



別紙２

計算書類に対する注記（ほたる保育園 拠点区分用）

　１． 継続事業の前提に関する注記

　　　継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況は有りません。

 

　２． 重要な会計方針

　　 （１）固定資産の減価償却の方法

　　　　・平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

　　　　　　取得価額の10%を残存価額とし取得価額に償却率を乗ずるする定額法。耐用年数到来時

　　　　　　においても使用する資産はそれまでの償却方法を延長し備忘価額(1円)まで償却を行う。

　　　　・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

　　　　　　残存価額をゼロとし償却累計額が取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達する

　　　　　　まで償却する、償却率を乗ずる定額法。

　　　　・無形固定資産

　　　　　　当初より残存価額をゼロとし、償却率を乗ずる定額法。

　　 （２）引当金の計上基準

　　　　 該当なし

 

　３． 重要な会計方針の変更

　　　該当なし

 

　４． 法人で採用する退職給付制度

　　　加入している退職共済制度は、次のとおりです。

　　　　・確定拠出型退職給付制度 － 独立行政法人医療福祉機構が主催する退職共済制度

 

　５． 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

　　　当法人が作成する計算書類は以下の通りになっています。

　　　 （１）法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

　　　 （２）ほたる保育園 拠点区分における拠点区分計算書

　　　　　　（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

　

　　　当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は「ほたる保育園」単独である為、以下の作成を

　　　省略しています。

　　　　　　（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

　  　　　　（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

　

　　　 （３）ほたる保育園 拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　　　「法人本部」

　　　　　　「ほたる保育園」　

　　

　６． 基本財産の増減の内容及び金額

      基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

（単位：円）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 1,942,560 0 0 1,942,560

建物 9,995,149 0 7,708,983 2,286,166

定期預金 0 0 0 0

合計 11,937,709 0 7,708,983 4,228,726

 

　７． 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

　　　該当なし

 

　８． 担保に供している資産

　　　該当なし

 



　９． 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　　　　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりです。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 185,687,611 -183,401,445 2,286,166

建物 3,872,200 -1,253,352 2,618,848

構築物 2,557,410 -2,557,406 4

車輌運搬具 9,230,000 -5,933,092 3,296,908

器具及び備品 17,272,821 -15,740,410 1,532,411

ソフトウエア 1,080,000 -666,000 414,000

合計 219,700,042 -209,551,705 10,148,337

 

　１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

　　 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 

　　　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 5,518,017 0 5,518,017

未収金 0 0 0

未収補助金 0 0 0

合計 5,518,017 0 5,518,017

　１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　　該当なし

 

　１２．関連当事者との取引の内容

　　　該当なし

 

　１３．重要な偶発債務

　　　該当なし

 

　１４．重要な後発事象

　　　該当なし

　１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

　　　該当なし

 

　１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債

　　　　及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

　　 （１）会計処理上の見積方法の変更 － 該当なし

　　 （２）新たに採用した会計処理に関する事項 － 該当なし

　　 （３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項 － 該当なし

　　 （４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項 － 該当なし




